
 

令和 5 年度 

国産特用林産物の国際競争力強化・生産性向上対策事業 

国産特用林産物の需要拡大・生産性向上 

 

原木需給関連情報の収集・分析・提供 
報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 3 月 

日本特用林産振興会 
  

令
和
５
年
度　

原
木
需
給
関
連
情
報
の
収
集
・
分
析
・
提
供　

報
告
書

日
本
特
用
林
産
振
興
会

令
和
６
年
３
月



はじめに 
 
 平成 23 年の東京電力福島第一原子力発電所の事故による、東日本の太平洋沿岸域を中心
とした放射性物質による汚染は、野外での栽培が一般的である原木栽培しいたけの生産者
や加工・流通・販売等に携わる多くの関係者に出荷制限や風評被害等を通じて深刻な影響を
もたらしました。 
 このような状況下で、特にきのこ原木の一大生産地であった福島県の阿武隈地域をはじ
め、今もなお東日本の多くの地域で、国の定める放射性セシウム濃度の指標値を超える原木
の使用が制限されていること等から、全国的な原木不足によりその需給がひっ迫するとと
もに原木価格の高騰が続いており、しいたけをはじめとする原木きのこの生産者や関係者
にきわめて深刻な事態をもたらしています。 
 本事業は、これらきのこ原木について全国的な需給の安定化を図るため、有識者、きのこ
生産事業体、原木の取扱事業者、関係中央団体、国・県の担当者等が需給情報を共有し、需
給上の課題を整理するとともに、具体的な需給あっせん対策を行い、安全なきのこ用原木の
安定供給体制を構築することを目的にしています。 
 本事業の実施に当たり、林野庁の担当者をはじめ関係委員会の委員の皆様、原木コーディ
ネータの皆様並びに関係県・市町村など、関係者の方々のご支援・ご協力に対しまして深く
感謝申し上げるとともに、本事業の成果が被災地１７都県のしいたけの産地復興の一助と
なることを願う次第です。 
 
令和 6 年 3 月 

日本特用林産振興会 
会長 小渕 優子 
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原木需要関連情報の収集・分析・提供 
１ 事業の目的 
  平成 23年 3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、食品の
基準値（100Bq/kg）を超過するきのこが発生したことによる出荷制限等が東日本を中心
に今もなお行われている。また、きのこ原木の指標値（50Bq/kg）を超える原木の使用等
が制限され、全国的なきのこ原木の不足が生じるなどの状況にあることから、安全なきの
この安定供給によるきのこ生産者の生産再開・継続が喫緊の課題となっている。 

  このため、これらのきのこ原木について、供給者側と需要者側双方から、全国的あるい
は県域を越えた広域的な圏域を対象とした供給希望情報と供給可能情報の幅広い収集と
提供、需給のマッチング支援等が必要であることから、有識者、きのこ生産事業体、原木
の取扱事業体、中央団体、都道府県等の関係者による検討委員会を設置し、安全なきのこ
原木の安定供給体制の構築を図るとともに、安定供給を推進するための具体的な取組み
を支援する。 

  なお、令和 5 年度においても、令和 4 年度と同様に中央段階の検討委員会のみを開催
し、委員についても令和 4年度の考え方を踏まえて選出した。また、原木需給のマッチン
グ等についても令和 4年度と同様に原木コーディネータによる活動支援を実施した。 

 
２ 事業内容 
(1) 検討委員会の開催 

安全なきのこ原木の安定供給体制の構築を図るため、原木需給関連情報の収集・分析・ 
提供に係る企画・検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置、開催した。 

(2) 原木コーディネータの活動支援 
 きのこ原木の安定供給に係る取組みを推進するため、原木需給に係るコーディネータ
が各地域において行う具体的な需給のマッチングや安定供給に係る活動を支援した。 

 
３ 事業の実施 
(1) 検討委員会について 

 検討委員会の構成は「表-１」のとおりである。なお、各県の委員は役職・属人指定を
せず、各県の担当課長に委員の選任を依頼した。 
 
 検討委員会については、令和 5年 11月 20日（月）、Web 形式（Teams）で開催した。 
 主な議題は、最近のしいたけ原木需給を巡る状況や課題について、林野庁及び事務局
から、事業概要、しいたけを取り巻く状況等、令和 5年春季の原木需給実績、令和 6 年
春季の原木需給見通し、出荷制限等の解除に向けた取組、安定供給に関する支援措置等
について説明した後、意見交換を行った。 
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 検討委員会の開催概要及び配布資料は、原木需給関連情報の収集・分析・提供に係る
企画・検討委員会・資料編に掲載している。 

(2) 原木需給に係るコーディネータの活動支援 
 本事業を円滑かつ効果的に実施するため「表-２」のとおり 14名の原木需給に係るコ
ーディネータの活動を支援した。 
 コーディネータの業務は、主として各県内の原木の需給状況を把握するとともに、県・
生産者団体及び受入側等と具体的な需給調整を行うなど円滑なマッチングの推進を図
ることを目的としている。 
 各コーディネータから、県内での原木需給に係わる行政機関、原木供給団体、森林組
合等との打合わせ、供給可能な原木林調査、受け入れ先との連絡調整等の活動に係る報
告がなされた。 

  

 
 

表－1　検討委員会の構成
長谷部　公三郎 （一財）日本きのこセンター・菌蕈研究所・所長
福井　睦夫 全国食用きのこ種菌協会・技術顧問

飯泉　厚彦
農事組合法人森のめぐみ
（一社）東日本原木しいたけ協会（茨城県生産者）

国分　　進 （一社）東日本原木しいたけ協会・副会長（福島県生産者）
濱屋　郁生 （一社）東日本原木しいたけ協会（千葉県生産者）

鈴木　金一
あぶくま地域広葉樹利用協同組合・理事長
（株式会社　アメリカ屋社長）

髙橋　　悟 秋田県森林組合連合会・参与
深澤　明広 岩手県森林組合連合会・業務部長
遠藤　誠寿 福島県森林組合連合会・共販部長
土谷　英一 栃木県森林組合連合会・統括
芝　　芳亀 愛媛県森林組合連合会・代表理事専務
山﨑　俊二 熊本県森林組合連合会・事業部長
中野　洋司 大分県森林組合連合会・参事兼事業部長
押切　望美 岩手県農林水産部林業振興課（技師）
金子　加奈子 宮城県水産林務部林業振興課（技師）
本間　定寿 秋田県農林水産部園芸振興課（主幹）
浦田　香織 山形県農林水産部森林ノミクス推進課（主査）
内藤　大介 福島県農林水産部林業振興課（主任主査）
西丸　昴汰 茨城県農林水産部林政課（主任）
大塚　寛子 栃木県環境森林部林業木材産業課（係長）
宮内　総介 群馬県環境森林部森林局林業振興課
島袋　燎太 千葉県農林水産部森林課（主事）

林野庁 特用林産対策室

学識経験者

きのこ生産者等

原木供給者

県担当
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４ しいたけを巡る最近の状況 
(1) しいたけの需給状況 
  近年におけるしいたけの需給動向は、「表３－１」及び「表 3－２」のとおりとなって
いる。 

 

    

表－２　原木需給に係るコーディネータ
地区 コーディネータ 所属

髙橋　　悟 秋田県森林組合連合会・参与
深澤　明広 岩手県森林組合連合会・業務部長
遠藤　誠寿 福島県森林組合連合会・共販部長
土谷　英一 栃木県森林組合連合会・統括

鈴木　金一
あぶくま地域広葉樹利用協同組合・理事長
（株）アメリカ屋社長

飯泉　厚彦
東日本原木しいたけ協議会
（有）なかのきのこ園代表

奈良　　仁 群馬県森林組合連合会・参与
奈良橋　亘 新潟県森林組合連合会・系統事業部統括部長

北陸・東海・近畿・中国 橋本　裕人 石川県森林組合連合会・森林整備課長
芝　　芳亀 愛媛県森林組合連合会・代表理事専務
相良　康磨 高知県森林組合連合会・事業部長
山﨑　俊二 熊本県森林組合連合会・事業部長
中野　洋司 大分県森林組合連合会・参事兼事業部長
中鶴　浩利 宮崎県森林組合連合会・森林整備課長

東日本(北海道・東北・
関東・中部)

四国

九州

表３-１　乾しいたけの需給表
区分 平成22年 29年 30年 令和元年 2年 3年 4年
生産量 3,516 2,544 2,635 2,414 2,302 2,216 2,034
輸入量 6,127 5,050 4,998 4,869 4,354 4,575 4,596
輸出量 40 26 24 33 33 41 36
消費量 9,603 7,568 7,609 7,250 6,623 6,750 6,594
輸入割合 64% 67% 66% 67% 66% 68% 70%

（単位：トン）
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乾しいたけについては、生産量、消費量ともに減少傾向が続いており、令和 4年の生
産量は 2,034トンとなっている。消費量減少の原因は、調理時間の短縮や手間がかから
ない食材への転換など食生活の変化による大きな流れの中で起きているものと考えら
れるが、一方で出し汁などの伝統的な食材に対する関心の高まりも見られるとともに、
乾しいたけパウダーは、従来の和食、中華以外のさまざまな料理の隠し味やトッピング
に活用できるなど新たな需要開発が期待されている。    
輸入量については、輸入先のほとんどが中国であるが、新型コロナウィルスの感染拡

大に伴う中国側での生産、物流の混乱で令和２年に減少したが、令和３年、４年は増加
が見られた。    
消費量に占める輸入量の割合については、60％台後半で推移していたが令和４年に

入り 70％となっている。 
原発事故による原木の放射能汚染が与える影響は原木供給の減少、価格の高騰とい

う直接の被害に加えて風評被害による買い控えや輸出の障害等深刻な影響を及ぼして
いる。    
このような状況が続けば、後継者、労働力不足が深刻な中で、生産者の生産意欲の更

なる減退を招き、原木乾しいたけ生産の産業としての存続にも影響を与えかねないと
考えられる。 

 
   生しいたけの生産量については、近年 70,000トン前後で推移しており、一時は消費

量の 7％程度まで増加した中国等からの輸入は 2,000 トンを下回る推移を示していた。
令和 4年に入り 2,000 トンを上回る輸入量となったが、消費量に対する割合は 3%程度
で推移している。 

   生しいたけ生産量の 9 割以上を菌床栽培が占めている中、中国からのしいたけ菌床
の輸入量が増加している状況にあった。そのような中で、消費者の選択を促すため、令

表３-２　生しいたけの需給表
区分 平成22年 29年 30年 令和元年 2年 3年 4年
生産量 77,079 69,639 69,754 71,071 70,280 71,058 69,620
輸入量 5,616 2,108 1,942 1,835 1,785 1,988 2,262
輸出量 15,369
消費量 82,695 71,747 71,696 72,906 72,065 73,046 56,513
輸入割合 7% 3% 3% 3% 2% 3% 4%
注１：消費量は、生産量＋輸入量－輸出量
　２：計が一致しない部分は、四捨五入による。

（単位：トン）
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和 4年 3月に消費者庁の食品表示基準 Q&A が改正され、植菌地を原産地表示と表示す
ることとなり、生しいたけについては消費者への周知及び事業者の表示切替のため、令
和 4年 10月 1日から改正後のルールに則った表示を行うことが求められたところであ
る。 

   最近の中国からの菌床輸入については、「図 3-1」に示すとおり、令和 4 年に入って
輸入量が大きく減少する傾向となり令和 5 年も引き続き減少傾向を示している。この
要因は、中国でのゼロコロナ政策の転換による生産や国内・国際輸送の混乱、急激な円
安などとともに、食品表示の改正が影響を与えているものと考えられる。 
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   「表３-3」に政府の原子力災害本部が指定した 17 都県及び全国におけるしいたけ
（乾・生）の生産動向を示す。 

 

 
  
   乾しいたけについては、震災後に減少した 17都県の生産量の回復に都県間での差が

見られるようになっている。秋田県を除く東北や、埼玉県を除く関東で回復の度合いが
小さく、多くの県で震災前の半分以下の生産量となっている。東京都については、生産
量が年間 1 トン程度と少なく、この数字を回復の指標として使用することは適当では
ないと考えられる。また 17 都県の生産量の全国に占める割合は 10 数％と震災前の

表３-３　しいたけの生産動向（平成22年の生産量を100とした指数）

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
02青森 0 0 50 0 91 81 67 35
03岩手 55 60 49 47 61 68 67 88
04宮城 20 31 44 33 89 77 86 81
05秋田 388 176 171 147 97 103 104 110
06山形 - - - - 87 91 85 76
07福島 21 23 36 58 78 84 92 91
08茨城 8 15 8 10 58 55 54 60
09栃木 21 20 22 22 76 78 76 76
10群馬 0 60 72 77 82 86 85 76
11埼玉 113 116 80 90 70 80 69 63
12千葉 66 49 52 38 228 271 380 287
13東京 200 320 240 320 57 56 76 80
14神奈川 24 42 9 24 47 72 54 64
15新潟 45 44 64 45 95 91 90 78
19山梨 16 13 10 9 54 63 65 69
20長野 85 52 63 68 244 224 243 241
22静岡 98 96 59 55 98 113 105 96
17都県計 46 49 43 42 88 92 95 94
全国計 68 65 63 58 92 91 92 90

17都県生
産量の全
国生産量
に対する
割合

13% 15% 13% 14% 46% 44% 47% 49%

資料：農林水産省「特用林産基礎資料」から作成

乾しいたけ 生しいたけ
都県
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20％程度から減少したままの状態が続いており、順調に回復が進んでいるとは言えな
い状況にあると思われる。 

   一方、生しいたけについては、１県を除いて震災前の半分を超える生産量までの回復
が見られ、県によっては大型の菌床栽培施設の新設等が行われることで震災前を大き
く超える県も見受けられる。 

   全国の生しいたけ生産に占める 17都県の割合も、平成 22年の 49％と 5割まで回復
できている。 

 
   「表３-6」は、全国及び原木しいたけの出荷制限等が指示されている東日本６県にお

ける原発事故以降の原木生しいたけ生産量の推移を示している。 
   全国の生産量については、平成 22 年に対して令和 4 年は前年の 40％を下回る 35％

とさらに減少傾向を示している。また、出荷制限が指示されている東日本 6 県では前
年を下回る 21％まで減少しており、全国に比べ減少の比率が大きくなっている。特に
福島県と栃木県は平成 22年の 1割程度と落ち込み、回復が遅れている状況が続いてい
る。 

    

 
   

 「表３-７」に原木価格（庭先価格、各県からの報告の単純平均値。）の推移を示す。 
   震災前の平成 23年まではなら、くぬぎともに 1本当たり 230～240円程度であった

ものが、原発事故後に価格が上昇し、令和 4 年にはならで 1 本 358 円、くぬぎで 1 本
359円と約 1.5倍の価格となっており、ならの価格がくぬぎの価格に比べ上昇傾向とな
っている。 

   東日本に限らず、全国に原木を供給していた福島県からの供給が大幅に減少してい

表３-６　東日本６県の原木生しいたけ生産量の推移

区分 平成22年 平成30年 令和元年 2年 3年 4年
令和4年/
平成22年

岩手 385.5 153.4 156.2 152.4 132.5 126.9 33%
宮城 183.9 67.8 100.9 69.7 75.9 63.2 34%
福島 775.1 105.2 96.2 96.3 105.0 99.0 13%
茨城 1,009.5 387.2 390.5 339.1 3,706.0 332.0 33%
栃木 1,308.3 136.5 127.1 139.5 121.1 127.3 10%
千葉 339.4 152.5 133.9 104.6 133.5 73.6 22%

６県　計 4,001.7 1,002.6 1,004.8 901.6 4,274.0 822.0 21%
全国 12,460.0 5,965.3 5,913.5 5,395.8 4,980.6 4,342.1 35%

注：原木しいたけで出荷制限が支持されている6県

（単位：トン）
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ることが全国の原木供給に与えた影響は深刻で、原木価格の高騰は、全国での原木栽培
しいたけの生産コストを押し上げる大きな要因となっている。 

 

 
    
   「表３-８」では、政府の原子力災害対策本部が指定した１７都県及び全国における

最近の原木調達先のうち、他県からの調達割合の推移を示している。これによれば、全
国の平均では原発事故以前から 10～12％で推移しており、大きな変化は見られないが、
17 都県では事故前に 31％であったものが事故後は 40％を超える水準で推移し、令和
4年は 46％と県外からの調達が前年を上回る傾向を示している。 

   特に、宮城県、福島県、茨城県、栃木県などは自県内の原木林については放射能汚染
の影響が強い県であったこともあり、その傾向は大きく、今後とも引き続き他県からの
調達を続ける必要があると考えられる。 

   福島県は、阿武隈山系を中心に 3 万㎥近い原木を他県に供給していたが他県からの
調達に頼らざる得ないことは、汚染された地域以外の原木需給にも大きな影響を与え
る結果となっている。 

表３-７　原木価格の推移
樹種

年次
区分

ほだ木1本
当たり
価格

㎥当たり
価格

ほだ木1本
当たり価格

㎥当たり
価格

ほだ木1本
当たり価格

㎥当たり
価格

232 21,773 232 21,108 205 19,336
237 22,826 243 22,723 196 18,447
228 21,421 244 22,311 204 16,019
247 21,628 264 22,732 228 17,974
254 23,724 266 24,725 199 16,121
262 23,298 296 22,481 261 19,788
296 28,462 311 29,306 287 25,282
297 28,007 305 29,483 259 24,324
321 30,434 333 31,885 298 24,460
314 28,645 345 31,450 285 25,489
330 29,626 323 27,966 312 26,005
339 29,969 336 26,865 287 21,130
346 30,081 368 27,843 334 23,530
358 29,023 359 25,560 339 25,113

注１：都道府県報告を単純平均した。
　２：その他の主な樹種は、しい、しで、あべまきである。

（単位：円）

30年
令和元年

2年
3年
4年

29年

なら くぬぎ その他

平成21年
22年
23年
24年
25年
26年
27年
28年
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  (1) 出荷制限及び解除の状況等    
    原木しいたけ（露地栽培）については、令和５年３月 30日現在、岩手県、宮城県、

福島県、茨城県、栃木県、千葉県の 6県 93市町村で出荷制限が指示されている。 
    他方、平成 25 年 10 月に林野庁が策定した「放射性物質低減のための原木きのこ

栽培管理に関するガイドライン」に沿って、出荷制限解除に積極的に取り組む生産者
が増加してきており、出荷制限の解除又は一部解除が進みつつある。 

    このような出荷制限解除等を積極的に推進するためにも、放射能汚染の影響のよ
り少ないきのこ原木の確保が必要であり、今後、使用可能な原木の発掘とともに、広
域的なきのこ原木の供給体制の確保が重要となっている。 

 
    (2) きのこ原木の需給見通し等 
    林野庁がとりまとめた令和 5 年 9 月末日現在の樹種ごとの原木の供給希望量と供

給可能量は「表３₋９」のとおりとなっている。 

表３-８　他県からの原木調達の割合の推移（１７都県）
都県 平成22年 28年 29年 30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

02青森 85 56 69 73 75 76 74 98
03岩手 0 1 1 1 1 2 1 1
04宮城 9 96 100 100 99 100 100 100
05秋田 0 0 0 8 10 8 8 8
06山形 32 37 28 52 46 16 7 -
07福島 2 68 60 59 51 55 52 58
08茨城 47 74 85 92 90 87 89 83
09栃木 12 81 71 71 69 66 61 65
10群馬 20 25 23 22 24 23 27 23
11埼玉 24 16 15 15 18 19 16 15
12千葉 57 83 89 83 82 88 88 86
13東京 76 79 80 83 84 85 75 85
14神奈川 84 73 87 87 87 87 72 80
15新潟 28 10 12 12 15 18 37 43
19山梨 31 6 9 3 7 9 13 17
20長野 9 7 10 5 2 6 1 1
22静岡 13 18 12 12 10 9 8 15
17都県計 31 43 44 46 45 44 43 46
全国計 10 11 11 11 12 10 11 12
注　「17都県平均」とは、各県の平均値の「平均」である。

(単位：％）
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    傾向としては、これまで需給のギャップはそれほど大きなものではなく、クヌギと
コナラのミスマッチが生じていたが、令和６年春用の原木につては、供給可能量その
ものが不足している状況である。 

 
 
 
５ 今後の課題 
   これまでの関係者による原木確保に向けたマッチング等の取組みは着実に成果を上

げてきている。しかしながら、きのこ原木の供給可能量が減少してきており、需給バラ
ンスにギャップが生じている状況にある。 

   また、供給先の広域化は輸送費の掛かりましなど、原木価格の上昇に拍車をかけるこ
とにもなっており、原木しいたけ栽培の経営を圧迫する大きな要因となっている。 

   このため、以下のような点について留意しながら、引き続き取り組みを強化していく
必要がある。 

 
（１） 出荷再開に向けた動きが本格する中で、東日本地域ではきのこ原木の指標値 

（50 ㏃/kg）を超える原木の使用等が制限されていることから、全国的あるいは県
域を超えた広域的な原木調達を積極的に行う必要がある。 

     一方で、原木の供給側においては林業事業体の高齢化もあり、高性能林業機械等 
を利用できず手作業が主体となるきのこ原木の生産が敬遠される傾向もあり、供
給希望量の確保が難しいと言った声がある。 

     このため、放射能汚染の影響を受けている地域では、自県内の原木林の汚染状況
調査や原木非破壊検査を活用した実証検査を継続的に実施することで、より汚染
度の低い原木林の確保やそのための調査方法の改善等を検討するなど、流通再開
に向けた対応が必要となっている。 

 
（２） コナラが不足している地域では、県の普及担当等によるしいたけ生産者に対す 

る技術的アドバイスにより、コナラからクヌギに代えた原木しいたけ栽培方法の

表3－9　きのこ原木の需給見通し （単位：千本）
樹種 供給希望本数(A) 供給可能本数(B) 差(B)－(A)

コナラ 270 93 ▲ 177
クヌギ 61 35 ▲ 27
その他広葉樹 1 1

計 331 128 ▲ 203
注：１.供給可能量は、森林調査簿上の構成樹種割合から算出した本数を含む概数である。
　　２.計の不一致は四捨五入による。
　　３.コナラには、ミズナラ、ナラ類を含む。
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普及に努め、上手に適応されたことで生産量の回復が期待される。 
 一方で、放射能汚染の影響を受けている地域では原木林が適齢期を過ぎた大径
木となり、萌芽更新が促進されにくくなるため、継続的な施業を行う上で資源の循
環利用し、安定供給することが喫緊の課題となっている。 
 

（３） 「原木価格の推移」（表３-７）のとおり、原発事故後のきのこ原木の取引価格 
は依然として高い水準が続いている。 

   原木価格は、原木しいたけ経営に大きな影響を与えており、その影響は原発事故
によって原木林が直接的な影響を受けた東日本地区のみならず、全国的な原木需
給のひっ迫から西日本の各県にも及んでいると言える。 

   このような厳しい状況下において、原木しいたけ生産を継続して行くため、生産
者からは東京電力による賠償の安定的な継続や国・県等の助成措置の継続・拡充を
求める声が強い。更に、近年、燃料価格の高騰による影響も出ており、今後のしい
たけ生産の継続のためには、原木の生産、加工、流通等の各段階でのコストダウン
（規格の緩和、省力化・機械化など）が求められている。 

    
（４） 森林の立木を伐採するときは伐採造林届の提出が必要とされている中、令和 5 

年 4 月 1 日からは隣接する森林との境界状況が確認できる書類が必要とされ、事
後のトラブル防止のためにも、伐採の権限関係書類として隣接森林との境界関係
書類が必要とされる。 

ただし、境界杭などにより境界が明らかな場合や伐採区域が境界に接しない場 
    合には省略ができることになるので、市町村の実情に応じた対応が必要とされる。 
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（原木需給関係情報の収集・分析・提供に係る企画・検討委員会・資料編） 

 
１ 検討委員会の開催概要 
  令和 5 年度 原木需給関連情報の収集・分析・提供に係る企画・検討委員会の概要 
 
   ・開催日時：令和 5 年 11 月 20 日（月）9:00～12:00 
   ・開催場所：Web 形式による開催 
   ・出席者：別添の名簿のとおり 
 
   ・提出資料：別添のとおり以下の資料を提出 
     資料１ 「安全なきのこ原木安定供給体制構築支援事業の概要」 
     資料２ 「しいたけ関係基礎資料」 
     資料３ 「きのこ原木需給検討委員会資料」 
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（別添）

構　成 氏　名 所　　　属
長谷部　公三郎 （一財）日本きのこセンター・菌蕈研究所・所長
福井　陸夫 全国食用きのこ種菌協会・技術顧問
飯泉　厚彦 農事組合法人森のめぐみ（茨城県生産者）
国分　進 （一社）東日本原木しいたけ協会（福島県生産者）
濱屋　郁生 （一社）東日本原木しいたけ協会（千葉県生産者）
鈴木　金一 あぶくま地域広葉樹利用協同組合・理事長
深澤　明広 岩手県森林組合連合会･業務部長
髙橋　悟 秋田県森林組合連合会･参与
遠藤　誠寿 福島県森林組合連合会･共販部長
土谷　英一 栃木県森林組合連合会･統括
奈良　仁 群馬県森林組合連合会･参与
奈良橋 亘 新潟県森林組合連合会･系統事業部販売課課長代理
橋本　裕人 石川県森林組合連合会・森林整備課長
芝　芳亀 愛媛県森林組合連合会・代表理事専務
相良　康磨 高知県森林組合連合会・事業部長
山﨑　俊二 熊本県森林組合連合会･事業部長
中野　洋司 大分県森林組合連合会･参事兼事業部長
中鶴　浩利 宮崎県森林組合連合会･森林整備課長
押切　望美 岩手県農林水産部林業振興課(技師）
金野　加奈子 宮城県水産林務部林業振興課(技師）
本間　定寿 秋田県農林水産部園芸振興課（主幹）
浦田　香織 山形県農林水産部森林ノミクス推進課(主査）
内藤　大介 福島県農林水産部林業振興課(主任主査）
西丸　昂汰 茨城県農林水産部林政課（主任）
大塚　寛子 栃木県環境森林部林業木材産業課(係長）
宮内　総介 群馬県環境森林部森林局林業振興課
島袋　燎太 千葉県農林水産部森林課(主事）

林野庁

県担当

特用林産対策室

令和5年度　広葉樹を活用した成長産業化支援対策
きのこ原木の需給に係る企画・検討委員会出席者名簿

学識経験者

きのこ生産者

原木供給者
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検討委員会の概要 
 
１１  提提出出資資料料のの説説明明  

事務局より、資料 1「安全なきのこ原木安定供給体制構築支援事業」 
及び資料 2「しいたけ関係基礎資料」の概要を説明 

  林野庁より、資料 3「きのこ原木検討委員会資料」の概要を説明 
 
 
２２  質質疑疑応応答答、、情情報報交交換換 
（（11））資資料料 22及及びび資資料料３３にに対対すするる質質疑疑及及びび情情報報交交換換  
   
 
飯飯泉泉委委員員  

茨城県の原木しいたけの生産者です。また、原木需給実行委員会のコーディネーターの立場もやっ
ており、林野庁からの説明で茨城県の R3、R4 でコーディネートの実績本数が結構増加していたが、
増えたところのタイミングを境に「農事組合法人森のめぐみ」という茨城県の特用林産施設体制整備
復興事業の原木調達を行なっている団体の調達業務担当者となり、自分自身が原木の取扱いの幅が仕
事として結構増えコーディネーター実績にも反映されている。 

  今、「農事組合法人森のめぐみ」で来年度も 34 万本ほどの原木調達の予定をしており 2 年ほど前か
ら実績の拾い方が変わったことで増えている。 

  また、原木生産者ときのこ生産者の両方の面で担い手が減少してきている状況にある。年齢で退職
され方、怪我をされる方、若い人が入って来ても続かないことで、原木生産者の側も担い手のところ
が非常に難しい状況になっているのが現実となっている。皆様承知と思うが、きのこ生産者の方も年
齢等の理由だけではなく、私と同世代の生産者で栽培を辞める方が、ここ２～3 年で何件かあり、両
側で担い手が減ってきている。このように原木しいたけしいたけの世界から抜けでていることに対し
て、国の方からも支援を頂き各県からも協力を頂いているが実績として積みあがっていない。 

  今年新しい話として、広葉樹の伐採届の申請ルールが 4 月付けで変更になったことを先日まで知ら
なかった。原木伐採の時期になり何件かの伐り手から話を聞いたところ、これまでは森林所有者の承
諾を得て申請をする形であったものが、今年の 4 月からは森林所有者の隣接地の地主からの承諾も併
せて取らないと伐採の許可が下りないと言われている。 
隣接の森林所有者が不在地主である場合もあり、都市部に居住し相続で山を所有している場合もあ

ることから、市町村によっては融通を利かせて書類を工夫する市町村もあると聞くが、非常に杓子定
規で東京や大阪の地主からも承諾を得るようにとする市町村もあると聞いている。 

  今年から全国的に始まったと聞くが、詳しい情報があったら今回頂いたい。 
 
濱濱屋屋委委員員  

千葉県の状況は、昨年、購入原木の実績がかなり減っている。これは生産者の減少も多少あり、東
京電力が自伐生産者に対して原木林の安全確認を求めている。つまり 50 ㏃超えの原木が無い限り購
入を認めないとの東京電力の要請に対して、なかなか応えきれない実態がある。２～3 回の検査では
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50 ㏃超えの原木が見つからないことで辞めざるを得ない生産者がかなり増えている中、安全確認を
生産者に求めることは科学的におかしいと思っている。 

9/25 に国や各県の担当者が東京電力との話し合いが行われ、本部は各県が原木林の調査を行い個
人調査・確認はしない方向に持って行くとのことだが、私は調達費用を県森林組合連合会等において
代理負担した後に東京電力へ請求を行っている栃木県方式が一番良いのではと思っている。それも今
後、国や県の担当者で検討して頂きたい。 
それからこの事故によって、生産者は大分減った。最近また減っていますけれども、今後、生産者

はさらに減っていくことになるが、新規参入者にも安全な原木を供給しなければならない。 
  私の提案になるが、国や県の担当者の皆様に検討して頂きたい点が一つある。高齢化によって辞め
ざるを得ない生産者は、今後増えて行くわけだが生産者には抱えている消費者がいるわけで、生産量
を維持するためには新規生産者に対して、委託生産方式を取ることで産地を守ることを今後考えて頂
きたい。そのような生産者にも安全な原木を当然掛かりまし付きで購入できる方式を取って頂きたい。 

  
髙髙橋橋委委員員 
  秋田県では、16,600 本を令和 5 年度に斡旋してきた。6 年春植菌用を若干増やして 17,000 本を予
定している。 
今年の現状については、燃料価格の高騰でいろいろ影響が出ている。しいたけ原木生産者やトラッ

ク運搬業者からは販売先と協議して値上げの要望が有り、しいたけ生産者にお願いし、ある程度の譲
歩をしているのが現状。また、しいたけ生産者によれば、今年の夏は例年になく高温が続いたため地
下水を汲み上げてハウス等にかけて温度の調節に努めたが上手く行かずしいたけが出てきても大き
く成長する前に乾燥したこともあり、かなり生産量が減ってしまい本当のところ自分たちもかなり厳
しいとのこと。 

  あとは、林業事業体や森林組合では、スギ材の生産ラッシュとなっており広葉樹については機械で
の作業がある程度可能な薪やパルプ材については生産しているが、伐倒・枝払い・玉切り・林内作業
車への積み込み等がほとんど手作業となり高性能林業機械等が活躍できないしいたけ原木の生産は、
結構敬遠されているのが現状となっている。 

  あと、しいたけ原木業者の殆どが零細なため、若者の新規就労も見込めない中にあって生産量を増
やすようお願いをしてもなかなか受け入れてもらえない。 

  林野庁等へのお願いになるが、しいたけ生産には補助事業的なものもあるが、しいたけ原木を生産
する零細な方々へも燃料費にわずかでも良いので国の補助的なものの強化をお願いしたい。 

  
遠遠藤藤委委員員  
  福島県内の空間線量は低下しているが、出荷する原木の線量が下がっていないため、県内大部分の
地域での原木は出荷できない状況となっている。県内の生産は、西会津の一部と南会津、下郷町の一
部で出荷している。県内の出荷は、大部分が非破壊検査機を通しての出荷となっている。 
一本当たりの検査費用は、前年同様 135 円で令和 6 年度春植え植菌用として当会で扱う量は、きの

こ生産者 15 名と群馬県へ約 70,000 本の予定となっており、調達先については、県内で約 50,000 本、
秋田県から 4,000 本、岩手県から 15,000 本程度準備している。そのほかに菌床用原木を秋田県より
800 ㎥位調達を予定。 
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原木の代金は、10 円/本と運賃 10 円の 20 円位のアップで動く予定。 
  
土土谷谷委委員員  
  栃木県では、生産者からしいたけ原木の注文あったものを全国森林組合連合会その他から原木を集
め生産者のもとへ届けるコーディネーター役を行なっている。この仕組みの中で、どうしても補償金、
それから東京電力からの賠償金を貰うことが大きな仕組みの中で不可欠なものとなっており、栃木県
森林組合連合会としては生産者に代わって、これら調達費用を代理負担した後に東京電力へ請求する
という大きなリスクを背負っている。 

  このような中で、昨年度の取扱概況は本数的には 192,000 本を取り扱い。うち、九州・四国、特に
大分県産、愛媛県産を中心に森林組合のネットワークをフル活用する形で全国森林組合連合会を経由
して昨年度は 140,000 本を取り扱った。192,000 本に対する不足分には栃木県内の原木や種菌メーカ
ーその他から注文原木に応えるためにかき集めた印象であり、それらを約 100 人の生産者へ納品する
ことができた。 

  原発事故以降、この事業を始めて昨年で 11 年経過し本数的には累計で 370 万本の原木を取扱って
いる。来春については、本数的には 180,000 本の取扱になる見込みだが約 10,000 本少々本数が減っ
ている。 

  あと、先程、原木価格の高騰の話があったが、平成 24 年度にこの事業を開始した時と比べ令和 4 年
度の調達し終わったものが 10 年前と比べ 15％ほど原木価格が上がっており、特に昨年あたりからは
燃料代の高騰もあり輸送費が特に上がっている。 

  それから、樹種については、栃木県はコナラを中心に植菌したが、昨年度は九州・四国からクヌギ
が主な樹種ということで割合はクヌギが 87％、コナラが 13％とクヌギへ樹種転換が進んでいる。 

  もう一つ、生産者の減少では、栃木県の場合も原木生産者は少しずつ減っている。減少の理由とし
ては、生産者本人の高齢化と後継者がいないことで植菌数を減らす形で原木の取扱数が減ってきてい
る感がある。 
全国的な資料にあったとおり、全国的に菌床栽培に押され原木栽培は減少傾向が続いていることか

ら原木生産者を守るためにも制度・枠組みの継続を改めてお願いしたい。 
  
芝芝委委員員  

愛媛県では、昨年、全国森林組合連合会を通じて主に栃木県森連へ原木を 16,000 本余り出荷して
いる。愛媛も自伐でしいたけを作る方が減り、それにかかわる業者も徐々に減っているが、自県内で
の供給は十分だが他県に出す力が落ちてきているのが現状となっている。 
そういった中で、令和 5 年、6 年のシーズンに掛けては栃木県森連へ出荷する数量が若干増えたと

聞いておりトータルで 25,000 本位と令和 2 年度の実績位と思っている。 
  県内の方は、原木は十分に有り出来るだけ山の更新も含めて出して行きたいが、樹齢が上がってお
り伐採後の萌芽更新も含めて継続的な施業が出来るかを考えて行かなければならない。 

  あと、ウッドショック後、材価が落ち着いてはいるが、コロナ前に比べるといくらか材価が高いこ
ともあって、素材生産業者に関わるしいたけ原木の供給はなかなか担い手がいない中で、今年は去年
に比べて 9,000本位を何とか調達して全国森林組合連合会を通じて栃木県へお送りしたいと思ってい
る。 
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事事務務局局  

岩手県につきましては、Web 通信環境が悪く今回のご報告は中止とする。 
  以上で、生産者及び原木供給者からの報告が終わったが、各県、林野庁及び委員の皆様含めて、報
告内容についての質問、意見を伺いたい。 

 
飯飯泉泉委委員員  

昨日、埼玉県で聞いてきた話で困っているので何か情報が無いかと聞かれている。一週間前にも長
野県の伐採業者 2 社からも伐採届について聞いたところ、伐採届の申請ルールが今年 4 月で変わった
とのこと。 

  そのお話をもって、昨日、埼玉県秩父市で伐採届にあたって近隣の地権者の承諾をすべて取るのに
苦労されている方にお会いし、他県（長野県）で乗り切っている情報を話しましたので、少なくても
長野県と埼玉県では同じく 4 月から変わった形で運用されている。運用の仕方も市町村や担当者の判
断によっても異なっていたので全国的なものかどうか教えて頂きたい。 

 
林林野野庁庁  

伐採届については、令和 5 年 4 月からの全国的な施行で間違いない。令和 4 年 12 月の施行規則の
改正に伴うもので、あまりにも盗伐とかがあったので伐採届の手続が変更になっている。このため、
隣接者の同意を取ることに間違いはない。 
ただ、境界が明らかに道路でハッキリしている場合は対象から抜けられる場合もあるかと思うが、

そうではなく境界が谷や尾根とか作業道で明確に区切られるところがあれば運用もあるのではない
かと思われるので、市町村担当者に確認願いたい。 

 
事事務務局局  

この伐採届や伐採造林に係る届出については、今年の春に改正されたグリーンウッド法の改正と併
せて伐採届も森林所有者または伐採される方が市町村に申請して、適合通知書を市町村が伐採される
方に返す手続きを確実に行うため林野庁から説明があったとおり改正されている。 

  この中で伐採する際に、森林所有者の方の確実な承認（許可）を得ていること、あるいは近隣の森
林所有者との境界がハッキリと確定していて、その方々の許可も得ていることが基本的な条件になっ
た。それで手続き書類を揃えなければならないルールになった。 
これは広葉樹、針葉樹に限らずすべての伐採について揃えるルールとして全国で始まったもので、

今まで市町村ごとの運用の違いが誤伐だとかを招いてきたのではないかとのこともあることから、全
体として手続きはそれなりに行っていかなければと私どもも理解をしている。 

 
栃栃木木県県  

インターネットで「伐採造林届の添付書類が統一されます。」と検索すると林野庁のホームページ
で、この制度が紹介されている。 
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事事務務局局  
確かにホームページに掲載されているので、是非調べてみて頂きたい。 

  ほかに何かご質問ご意見等、先程のご要望等についてのコメント等があったら頂きたい 
   
福福井井委委員員  

先ほどの説明の中で、資料３の林野庁資料 29 ページに木質バイオマスエネルギー転換促進対策が
あって、これがかなり原木価格を高騰させている原因ではないかと考えている。今、バイオマス燃料
になる広葉樹の価格は㎥当たり 7,000 円～20,000 円位であり、しいたけ原木の価格が㎥当たり 25,600
円～29,000 円になるが、ただ葉枯らしや玉切りを行うので手間がかかるため、どちらかと言うとバイ
オマスへ出荷する傾向になるためバイオマスと対抗できるような方策が必要と考える。 

  また、特性から見てしいたけ栽培に利用できない広葉樹雑木林はバイオバスに利用し、しいたけ栽
培に利用するコナラ、クヌギ林はバイオマスに利用しないようなことは出来ないか。 

  それから、ほとんど愛媛県の原木が栃木県に出荷され、おそらく 10 トン車で運搬されていると思
うが、帰りは空便になるので菌床のオガ粉が非常にひっ迫してきていると聞くので、栃木県のしいた
け原木栽培に使えないような 50～100 ㏃程度の若干高い放射線能度のものを空便で愛媛県へ持って
行くことで栃木県が購入する原木価格も安くなるのではと思っている。 
また、放射線セシウムの若干高めのものと愛媛県の原木のオガ粉を混ぜて使えば、当然高くても 50

㏃。今林野庁が示している菌床栽培用培地の放射性セシウム濃度は 200 ㏃以下であることから十分使
えると思うので、間接的に原木の価格を安くすることが出来ないかと考えた。 

 
事事務務局局  

原木の輸送費だとか原木価格の問題について、一つはバイオマスとの競合があるのではないかと。
もう一つは遠距離の輸送を行うにあたってオガ粉なども含めて全体のコストを下げるような手立て
がないかと言うような提案でした。 

   
長長谷谷部部委委員員  

先ほどの広葉樹の伐採届が変更になって、隣接地の承諾を得るのは大変。境界がハッキリしていれ
ば問題がないとかではなく、全部隣接地の方の承諾を得ることはこれからスムーズに行くかが気にな
るところ。 

 
事事務務局局  

これは森林全部がそのように管理をすべきだとの話で、全国で調べてみても誤伐などが多く森林所
有者も地元外の方が随分増えていることから、数年後、帰省した際に自分の所有する山が無くなって
いた例があるなど境界をハッキリ承知していない森林所有者が増えていることから、森林法上で伐採
届が間違っていたり、あるいは偽物が出される例も一部に見受けられたことから規則を厳しく運用す
ることになったことにご理解を頂ければと思っている。特に広葉樹については、昔の共有林だとか境
界がハッキリしないままのところがまだ多く市町村の運用の仕方も含め実行しながら工夫の仕方を
林野庁に考えて頂くことかなと考える。 
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長長谷谷部部委委員員  
  秋田県森林組合連合会からの原木生産者への素材の助成強化とありましたが、助成制度としてはあ
るので原木を伐採する時の原木生産者に対する助成が必要と考える。 

  
林林野野庁庁  

原木生産者への支援は、令和 5 年度の当初予算から新しく補助事業者が追加され、原木等生産者も
主に実施主体になっている。原木生産の「等」は、オガ粉事業者と読め、原木のみならずオガ粉の人
達がチッパーを入れるとかも事業としては対象となるので、現時点でも原木生産者もハードになるが
対象になる。 

  一部燃料費に対する補助についても秋田県森林組合連合会からお話があったが、実は、「特用林産
資材高騰対策」と言うのは末端価格の使用する人への支援となり、川上の人に支援を行うと二重補助
になってしまう問題がある。あくまでも使用者と言う人達への支援として、少しでも価格転換してあ
げてほしいとの趣旨の事業になるのでご理解を頂きたい。 

 
長長谷谷部部委委員員  

いずれにしても、原木が値上がりして商品としてのきのこの価格が上がる訳でもない。どうにかし
て生産資材の値上げを少しでも食い止めるような方向でお願いしたい。 

  それから、栃木県では生産樹種が今までコナラが主体だったものがクヌギへと入れ替わり 87％が
クヌギに上手く適応（順応）され生産量も上がっている。大変な努力だと思うが良く頑張っておられ
ると思った。 

  
事事務務局局  

助成については林野庁から話がありましたが、助成の中身だとかについてコメントを頂けますか。 
 
髙髙橋橋委委員員  

二重補助と言うことで、原木の川上の生産者にはできないことを初めて知りました。あと、昔秋田
県でスギとかの運賃助制度があったわけですが、そのような運賃の助成制度をしいたけ原木に対して
考えて頂けないか。 

 
林林野野庁庁  

燃油や電気といったものは、実は農林水産省だけではなくて経済産業省からも業種横断的にしいた
け生産者に限らず、コンビニであるとか製造業も含めて一律の 1 キロワット当たり 3.5 円、燃油であ
れば 170 円を超えないように上昇分を補填するような対策が既にあるので、そことの重複もある。 
また、さらに支援が必要である場合には、県による独自の支援として例えば地方創成臨時交付金、

県もしくは市町村が単独で独自に行う支援が別途あり、そういったものを県単で建てて支援してもら
う構造（建付け）になっている。   
実際に、県庁で電気代に更に上乗せ補助したところがあると聞いており、直接的に林野庁から運輸

代というのは、現時点では難しい。 
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福福井井委委員員  
林野庁へお聞きしたいが、先程原木生産者に対してチッパーの導入等も考えられると聞いたが。例

えば、樹皮を除去するバーカーなどはどうか。放射線セシウムが割と高くて菌床には使えるが、原木
の樹皮を刃具ことで放射線セシウムが減少するので、支援対象になるか。 
そう言うことで、萌芽更新が進むと原木栽培にも利用できるので、その点は如何か。 
 

林林野野庁庁  
一応、補助事業の要領自体に直接機械の名称が書かれてある訳ではない。事業の結果が当該機械を

導入することによって、原木がどれだけ生産量を増やすことができるかとか生産された原木によって
どれだけしいたけが生産されるかといった事業で定めた目標値などにどれだけ貢献できるのかの説
明による。 

 
福福井井委委員員  

費用対効果を出せば良いですか。 
  
（（２２））県県庁庁・・最最近近のの状状況況報報告告、、課課題題等等  
事事務務局局  

ここで各県の担当者の方々から、今、県の助成制度等についての話があったので、今現状で取り組
んでいること等についてコメントを頂きたい。 

  
岩岩手手県県  
  岩手県での原木に対する助成は、補助事業「特用林産施設体制整備復興事業」で原木に対する補助
を行っている。県単事業として原木に対する補助はないが、新規参入者がいる組合員に対しては種駒
と言ったものに補助しているものがある。 
原木供給については、毎年県森林組合連合会と調整しながら JA への供給や生産組合へ供給してい

る。不足分については、震災以降毎年、秋田県森林組合連合会へお願いをして昨年度は 2,000 本、そ
の前も 4,000 本や数千本単位で原木を供給頂いている。 

 
宮宮城城県県  
  宮城県も、原木に対する助成としては、国庫補助の「特用林産施設体制整備復興事業」を活用して
いる。 

  R6 年度春の原木調達の要望数は、約 170,000 本と前年度比で約 4,000 本の減少となっている。ま
た、原木調達については、宮城県では県内の原木が使えないため宮城県森林組合連合会が窓口になっ
て各種菌メーカーを通じて他県産原木の調達を行なっている状況であり、主に岩手県産の原木を購入
している。また、原木林の汚染状況調査とか原木非破壊検査を活用した実証検査などを継続している。 

  また、昨年度、県内の原木生産者を対象として実施した県産原木の量産化に対するアンケートでは、
県内生産者の意向としては約 5 割の生産者が可能であれば県産原木を活用したいとの意向があった。 
実際、当県で県産原木を流通させるとなった際には、原木の破壊検査機を事前に活用した実施によ

って抽出検査を行ったうえで流通を再開する方向が検討されるが、検査費用が上乗せとなってしまい
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原木価格の上昇とか手間が増加するのであれば、今のまま他県産原木を活用したいといった意見や長
年当県では広葉樹の伐採をほとんど行っていない状況にあり、ナラ枯れ被害も増えたことで震災前に
利用していた伐採業者がほとんど廃業しているなど、なかなか厳しい意見が各生産者から寄せられて
いる。 

  あと、資材価格の高騰、燃油高騰に関する県の独自事業ということで、先程コロナ臨時交付金での
支援の話もあったが、昨年度は当県でも実施し、生産資材と燃料費、包装資材と全部含めた形での定
額補助を実施したところであり、今後も必要に応じて支援の検討をさせて頂きたい。 

  
山山形形県県  
  山形県では、岩手県、宮城県と同様に国庫補助の「特用林産施設体制整備復興事業」で原木に対す
る支援を行っている。また、臨時交付金で今年もきのこの生産者に対して燃料費の上昇に対して生産
1kg 当たりの定額で補助を行っている。 
山形県は、県内で需要がある分は県内で賄っている状況だが、今回の会議で全国的に不足している

状況を踏まえて、今後とも全国の方々と情報交換をさせて頂きたい。 
  また、先程の伐採届については、山形県でも原木生産者が伐採届の制度が変わり困っている声が届
いている。ただ、国の制度改正になるので県として何も出来ていない状況にある。  

  
茨茨城城県県 
  茨城県の状況としましては、生産資材の導入支援として各県と同様に「特用林産施設体制整備復興
事業」を活用して原木や種菌などの補助をしている。本数としては、およそ 360,000 本を予定してい
る。 
もともと当県としては福島県から購入していた原木の量が多かったこともあり、県内で需給を完結

することができない状況にあり、多くの原木を他県からの購入に頼っている状況にある。一応県内の
原木の確保に向けても、県内の原木林調査を実施しているが、これも復興事業の原木林の調査事業を
活用して今年度も引き続き調査を行っていく予定。 

  
福福島島県県  

福島県としても原木に対する直接的な補助としては、国の「特用林産施設体制整備復興事業」を活
用している。令和 6 年度の春の植菌分については県内で 130,000 本の調達希望が有り、半数以上は県
外。県森林組合連合会あるいは種菌メーカーから供給して頂いている。福島県では、原木栽培には出
荷制限とか出荷自粛をしている方々が多くおり、今後生産再開と言うところが賠償関連でも必須とな
ってくるので、これから県内においては原木の調達量が増える見込みにある。 
あと、原木の価格上昇では、原木の掛かり増しについては東京電力の賠償対象になっている訳だが、

福島県で栽培を行うためには他に放射性物質対策をしなければならず、それに係る経費も賠償と考え
ると原木しいたけの１本当たりの期待所得を超えるような賠償の可能性も有り、なかなか県内での栽
培者・生産者の再開はなかなか難しい状況にある。もっと県内で供給できるようになれば良いが。 

  あと、私の部署ではありませんが、県内で広葉樹再生事業ということで林野庁も含めて今実施して
いるところで、今後まだ先にはなるが県内の原木を供給できる体制を整えて行く取組みを福島県で行
っている。 
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栃栃木木県県 
  栃木県では、県外産原木を西日本から購入させて頂いている。令和 5 年春植菌分は前年比 82％とい
うことで年々数万本ずつ減少しているような状況。 

  西日本の県森林組合連合会には 10 年以上原木を供給して頂き本当にありがとうございます。 
  令和 5 年春の原木植菌につきましては、県内の原木林検査の結果が不可であったり西日本産の原木
供給が足りなかったことから初めて原木不足の状況になっている。今度の春（令和 6 年）も少し足り
なくなる可能性もあり、いよいよ原木不足を実感してきているような状況にある。 

  また、県内の原木林検査ですが、今までの検査結果によれば 25 ㏃以下の山が半分くらい、それ以
降は 25 ㏃を超えることで使用できない状況になっている。ただ、生産者によっては 30 ㏃超えた原木
を使ったりしてはいるが、そうすると発生するきのこが基準値を超えるロットも出てきてしまう恐れ
があり、県内の原木林の活用は難しいと思っているが、まずは原木林の再生を目指して行きたいと思
っている。 

 
群群馬馬県県 
  群馬県でも他県と同様に国庫補助事業の「特用林産施設体制整備復興事業」で購入補助や県単で「活
力アップ事業」というもので生産資材の導入補助を行っている。 

  ほかに、栃木県と同様に原木林の再生事業に取り組んでいるが、生産者とすれば自分の山が切れな
いと儲からないとの問題もあり、愛媛県森林組合連合会からもあったが、林齢が経ち萌芽更新がなか
なか望めない林齢になってきているのが課題となっている。 
また、一度切った原木をオガ粉生産者へ回そうかとの話もあるが、オガ粉生産者が受入れするにあ

たって少しでも放射性物質が入っているのは受け取りたくない買いたくないとの話もあり、オガ粉は
200 ㏃まで使えるとは言いつつも正直検出されたオガ粉を使うのは感情的に難しいのが現状。 

 
千千葉葉県県 
  千葉県でも他県同様に国庫の「特用林産施設体制整備復興事業」を利用し、原木を導入する方に対
して直接支援を行っている。千葉県は、自伐の方はかなり少ないので森林組合を通して主に岩手県や
秋田県から検査済みの原木を購入している。 
他の事業としましては、5 年度から昨年補正予算で成立した「特用林産生産資源高騰対策」がある

ので、こちらで原木以外の生産資材を高騰した生産者に対して補助を行っている。 
  
（（３３））意意見見交交換換  
事事務務局局  

ご出席頂いている委員の皆様、各県の皆様からのひと通りの情報を頂きましたが、全体を通じてコ
メントなりを含めて、ご意見要望等を頂ければと思います。 

   
芝芝委委員員  

この事業は元を考えれば、残念ながら福島原発の関係で東北の原木が汚染されて地元から調達でき
ないということで、全国的な運動として西日本を中心に汚染されていない原木を供給し原木しいたけ
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を生産して頂くことだと思っている。この趣旨から考えれば、シッカリすみ分けと言うか使い分けが
必要と思われる。我々が供給を始めた際に地元で懸念されたのが、愛媛県産の原木を使って被災地が
しいたけを作って頂くのは良いが、愛媛産原木のしいたけから放射能が出たなどの風評被害にならな
いことが一番強く、その後も生産者からはその点を危惧する意見が強くあった。 
このことを考えると聞き違いもあると思いますが、菌床のオガ粉に放射能を薄めるために他の産地

の原木を混ぜて使うと薄まって基準をクリアーするのではないかとの話があったと思うが、発言内容
に誤りはありませんか。 

  
福福井井委委員員  

そのとおりです。 
  基本的に、私が考えているのは菌床が 200 ㏃以下と言われ、原木は 50 ㏃以下の原木と言われてい
る。 
栃木県で使われている 25 ㏃以下の原木と 100 ㏃以下の原木を混ぜた菌床を測定すると 100 ㏃以下

のオガ粉の培地であれば菌床用培地の移行係数は 0.5 ですので 50 ㏃以下になる。さらに試験研究が
必要になるが、出来れば栃木県に多い 70～80 ㏃位のものを使って、例えば「無汚染」のものと混ぜ
て 30 ㏃位にすればきのこ自体は 15 ㏃以下になる。原木は 25 ㏃以下の原木であれば 50 ㏃や 70 ㏃に
子実体はなるが菌床はもっとさらに低くなるように試験を重ねればば良いのではないかと考えてい
る。 

  
芝芝委委員員  

発言される趣旨は分かる。しかし、消費者目線から見た時に極端な話をされる方もいて、1 ㏃でも
入ったらダメと言われる方もいる。このため、変な風評被害になることは折角原木で林野庁も入って
シッカリとした線引きをした扱い方をしているところにオガ粉に混ぜて使うことは如何なものかと
危惧される。 

  その辺はシッカリとしたガイドラインに基づくものであれば、そのガイドラインは絶対安全ですと
の周知は林野庁からでも消費者庁を通じて出して頂くことによって被害が変な風評被害が広範囲に
出ないように対応して頂くことが大事ではないかと思うので、その点よろしくお願いしたい。 

 
福福井井委委員員  

ガイドラインについては、菌床自体は水分を含んだ状態で 200 ㏃以下の菌床で作ることとなってい
る。私が構想しているのは、出来れば 50～60 ㏃以下の菌床で作ることを考えている。 

  それは、データを出してキチンとやって行きたいと考えており、単なる風評ということであれば、
他の国が言っているような汚染水の問題と同じになると考える。 

 
芝芝委委員員  

西日本の大分県、宮崎県、熊本県、愛媛県のしいたけ関連の団体が今、東京電力と ADR センター
（原子力損害賠償紛争解決センター）とやっているのは御存じと思う。本当にそういうものがシッカ
リと認められるのであれば、いわゆる風評被害が起きないようなことになってくる。しかしながら、
現実的には風評被害を認めない東京電力の姿勢が出ている中で、また変なことにならないようにだけ
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はシッカリとして頂きたいし、その辺、行政としてもパブリックコメントを求めて頂くなど絶対風評
被害が起きないようにして頂きたい。 

 
福福井井委委員員  

芝委員のご懸念されること良く分かる。それを踏まえて試験だけ行っていきたい。NAI シンチレー
ション検出器とかで全く検出されなければ問題ないと思う。 

  
芝芝委委員員  
  資料 2 の 1 ページにあった数字で林野庁にお聞きしたい。 

乾しいたけの需給表、生しいたけの需給表を見ていると生しいたけについては、ほぼ国産の生しい
たけで安定的な生産、消費がされているように数字が見える。一方で乾しいたけの場合、国産の乾し
いたけは平成 30 年から見ても 77％、今年、平成 5 年もこれを下回る数字で 2,000 トンを切る時代に
なったと思っているが、輸入量は平成 30 年をベースに考えても 92％とほぼ固定化されている。トー
タルでは消費量として生しいたけはほぼ 100％だが、乾しいたけは 87％と落ちてきている。こういっ
た中で乾しいたけは、我々もシッカリやっているつもりだが消費を拡大して頂くべきところで売れな
ければ仕方がない。そうすると原木供給の事業も意味がなさないのではないかと考えているので、や
はり乾しいたけの殆どが原木産ですからその辺のリンクをシッカリ考えて頂き出口対策と言うもの
をやって頂きたい。 
もう一つが、菌床の乾しいたけの扱い方をシッカリ線引きと言うか、その辺もやって頂きたい。 

  この流れ、薄ぼんやり見えて来るのが原木の乾しいたけが無くなり菌床の乾しいたけに代わってく
るのではないかと既に薄ぼんやりと見えているので、その辺をどのように対応されるか林野庁のご意
見を伺いたい。 

 
事事務務局局  

「需要拡大の話」と「菌床乾しいたけの扱い」と言うことでしたが林野庁からコメントをお願いす
る。 

 
林林野野庁庁  
  原木しいたけ、特に乾しいたけの生産量がどんどん減少してきている状況については、非常に深刻
な状況ととらえている。その背景にあるのが担い手減少とか高齢化だとか原木価格の上昇が複合的に
絡んでいると思われる。また、国内の需要についても減ってきていると認識している。食も多様化し、
いろんな食品が並んでいる中で原木しいたけ、特に乾しいたけを手に取ってもらうことは簡単なこと
ではないと思っているが、もっと原木しいたけのメリットと言うものをアピールしてく必要があると
考えているので、いろんな形での PR 活動を実施しているところである。 

  それから、国内についてはもはや人口も減って行き、特にたくさん食べる若年の人口が減っている
状況にあり、これが逆転して行くのは難しいとの見通しとなっている中で、問屋さんなどは国内の需
要には見切りをつけて海外の需要を開拓することに本気で取り組んだ方が良いと言った状況等もあ
り、私どもと致しましても輸出に向けた支援を毎年実施してきている。今、海外で売れる商品はどの
ようなものなのかの調査や、あるいは現地での食品に関する規制だとか包装材に関する規制等も有る
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ので、それに対する調査も予算措置をしており、それを活用して頂ければと思う。 
  菌床の乾しいたけについては、徐々に増えてきている実態にあるのは事実。なかなか菌床の乾しい
たけ自体が食品として間違っているとは言い難い。原木の乾しいたけの良さと言うものをより一層ア
ピールして行くと、菌床だから悪いということができないとお分かり頂けると思うが、いかに原木の
乾しいたけが優れた食品なのかと言うことをむしろ引き続きアピールして行く必要があると思って
いる。引き続き、私どもも頑張って参りたい。 

 
事事務務局局  

今、お話しがありました出口対策となる需要拡大の話ですが、私ども日本特用林産振興会、日本産・
原木乾しいたけをすすめる会でも消費者向けの需要拡大のための各種イベントに参加しているとこ
ろで、先週も週末にかけて都内の大手スーパーで中山間地の産物の展示即売会に出店したところであ
り、林野庁の支援を頂きながら例えば日本橋だとかで需要拡大に努めている。 
それから今、林野庁から輸出の話がでました。これも力を入れて行くべきで、輸出をされている方

からは国内で輸出用の乾しいたけが集まらない、なかなか集まってこないとする話を頂いている。私
どもとしては乾しいたけの輸出も一つの出口だと思い、どんなものがどんな形で売れているのかどん
な需要があるのかを輸出をされている方と生産者の方と間で、情報交換の機会も是非持ちたいと思っ
ている。 
実際ついこの間、台湾の南部にある高雄での展示会等において、トン単位で発注したい話があった

そうですが、それに対応できるだけの乾しいたけが集められないとする話も聞いている。また、品質
の関係も冬菇などの高級品が売れるのは当たり前なので輸出については非常に人気がある。ただ、こ
れからは生産量が頭打ちとなっているところで高級品だけを対象としても品物がなかなか集まらな
いこともあり、中級品をどうやって海外の消費者の方々に売り込んで行くか工夫が必要だとのお話も
伺っている。ですから、乾しいたけをテーマにして生産者の方、間に入る方、輸出をされる方と実際
にされている方で情報・意見交換の場を日本特用林産振興会として開催をさせて頂ければと思ってお
り、年度内には一回開催したいとは思っていますので、ご協力頂ければ大変ありがたいです。 

   
長長谷谷部部委委員員  

ただ今の輸出の話、すごく国産の原木乾しいたけを輸出して行くのは、大切なことだと思う。皆様
ご存じのことだと思いますが一千万トン（生換算）以上が世界で作られていて、国産原木しいたけは
二万トン程度となるので希少価値がある。外国のニーズをシッカリ抑えて頂き、それを生産者へ届く
ように是非ともお願いしたい。 

  あと 1 点、原木の調達ルートの資料２の 15 頁には「立木あるいは自己所有の山林」からの調達が
78％と基本的に立木を自分で伐採することは原木しいたけ栽培の基本（原点）になる。また、県の担
当の方々が原木林の再生をしたいと栃木県の方あるいは群馬県の方、宮城県の方から話がありました。
是非とも造林、新たに植え付けることにシッカリ取り組んで頂けるようにお願いしたい。 

  
事事務務局局  
  大変貴重なご意見を頂きました。原木の伐採、供給なり、私も去年今年に掛けて東日本、今年は特
に北陸地方へも行かせて頂き生産者の方とお話をさせて頂いた。原木を生産する方々が高齢化してい
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るのと、同じ木材を伐採するにしても、どうしても今はスギ、ヒノキ、カラマツに取られてしまうこ
とでしいたけ原木の伐採についてはなかなか厳しい状況にあることを伺った。 
今日、各県の方からは、それらの対応なり工夫を頂きました。これを取りまとめさせて頂き、今日

の出席以外の都道府県の方々も含めて情報の共有をさせて頂きたいと思っている。 
   
林林野野庁庁  

貴重な現場の状況や現在の困っている状況についてお声を頂きました。状況は厳しさを増していま
すが、何とか工夫して原木しいたけ生産の再開・継続に向けて歩んでいきたいと思っている。 
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